
No.1

項 目

目標年度
－

平成27年度
平成27年度

見込額
6,255

5

895

17

84

4,392

7

855

855

6,255
0.25
0.25

40
500件以下

財
源
内
訳

平成25年度 評価表 ［単位：千円、人］

目標値

500件以下

防犯普及啓発団体（地区コミ等）

要望調査に基づき防犯用品の配布、青色回転灯の貸与、青色灯自主防犯活動
事業補助金の交付等

地区の防犯意識を高め、地域安全運動を推進することにより、安全で安心な
まちづくりを行う。

対象（誰を、何を対象
とする事業か）

手段（市がどのような
活動をするか）

意図（どのような目的
で事業を行うか）

平成16年度

指標名

刑法犯罪件数
活動指標
成果指標

自主防犯組織結成数 48

事業の種類

一体化躍動プラン 地域力再生プロジェクト
重点施策 防災・生活安全対策及び環境対策の充実による安全なまちづくり

予算
科目
等 事項

款
会計

概要
　４８地区コミに対する防犯用品の配布、薩摩川内地区防犯協会負担金の支出、青色灯自主
防犯活動事業補助金の交付を行う。

　２　事務事業の実施　（Ｄｏ）

事
業
の
内
容

総務管理費
一般会計

細事項防犯対策費

活動実績・計画 36 36 36 38
510件以下

経
費
及
び
指
標
の
推
移

国・県支出金
その他
一般財源

558件 530件以下580件

4,392

7

4,392

担当者

要員配置状況 0.25

成果指標の推移

事務事業費

1,291

事業開始年度

誰もが安心して快適に暮らせるまち
づくり

防犯対策費

0.25

公課費

施策

市民相談交通防犯費総務費

■ ソフト事業　　　　□ 建設・整備事業　　　　□ 施設管理　　　　□ 内部管理

交通安全・防犯対策の推進小施策

防災・生活安全対策の充実

17役務費 14 14

備品購入

平成23年度
決算額

6,656
0

平成26年度
見込額

609 855
青色灯自主防犯
活動事業補助金

6,656

0.25 0.25

615

6,255
0.25

特筆すべき事項等

総務部　防災安全課所管部課名
根拠法令等 薩摩川内市安全・安心まちづくり条例

855

855

84

78 7

4,392

615

336 199 84

6,255
5

895

609 855

負担金 4,392

6,255

補助金

6,119
0 5

需用費 898 895

旅費

17

防犯対策 事務事業

0.25
0.25

嘱託員

6,255
0.25

6,119

臨時職員等

職員

尾曲　秀樹
 １　事務事業の位置付け（Ｐｌａｎ）

政策

平成24年度
決算額

項目
平成25年度

予算額
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資料５



外
部
評
価
（
二
次
）
結
果

　

（上記選択の理由）

内
部
評
価
（
一
次
）
結
果

上記方向の理由
各地域における防犯意識の向上を図り、地域安全運動を定着させ、市全体として犯罪防止を図りな
がら安全・安心な街づくりを推進するためには、市が中心となって事業を推進していく必要があ
る。

改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画

（上記選択の理由）

（上記選択の理由）
薩摩川内市安全・安心まちづくり条例（H１９．９．３０制定）第４条第１項において、市は市民や
事業者等と相互に連携を図り、犯罪防止のため総合的な施策を策定し、実施するものとされてお
り、第８条において安全・安心まちづくり活動を推進する団体に対して助成その他の支援を行うこ
とができるとされていることから、市で事業を実施すべきである。

（上記選択の理由）
市と地域が一体となって犯罪防止に取り組むためには、防犯パトロールに必要な防犯用品等の提供
は必要である。

（上記選択の理由）
実施主体は地区コミ等やボランティア組織であり、職員の要員配置の削減余地はない。

事業費の削減余地

市が関与すべき妥当性 ■ 市が関与すべき　　　□ 民間でも可能　　　□ 民間で実施すべき

 □ 削減の余地がある　　　　　■ 削減の余地はない

地区の防犯意識を高め、地域安全運動を推進していくため、防犯用品配布及び青色回転灯装着車に
よる地域防犯パトロール等を実施している。安全・安心なまちづくり推進のため、市一体となった
防犯活動への取組みが必要である。

□ 見直しの上で継続⇒今後の方向性 □拡大 □他の事業と統合 □手段の改善 □移管 □縮小

今後の改革の方向性

要員配置の削減余地  □ 削減の余地がある　　　　　■ 削減の余地はない

　３　事務事業の視点別評価 （Ｃｈｅｃｋ）

妥
　
当
　
性

効
　
率
　
性

対象・手段の妥当性 　■ 妥当である　　　□ 改善の余地はある　　　□ 妥当ではない

有
　
効
　
性

成果の達成度 ■ 達成度はかなり高い　　□ 達成度はやや高い　　□ 達成度は低い

成果の向上余地 □ 余地がかなりある　■ 余地がある程度ある　□余地はほとんどない

（上記選択の理由）
防犯パトロール等により、声かけ事案等の犯罪防止につながる。

地区コミ等の自主防犯組織による地域安全運動を更に充実させ、市全体としての防犯活動を通じ
て、犯罪の抑止を高めていく必要がある。

まとめ（補助金等評価を含む。）

　□高い　　　　□低い
妥当性　　⇒
効率性　　⇒
有効性　　⇒

□ 休止　　　□ 廃止

　□高い　　　　□低い
今後の改革の方向性

□ 現状のまま継続

□ 見直しの上で継続⇒今後の方向性 □拡大 □他の事業と統合 □手段の改善 □移管 □縮小

事務事業の視点別評価

□ 休止　　　　　　　　　　□ 廃止

　□高い　　　　□低い

　４　事務事業の改革・改善の方向性　（Ａｃｔｉｏｎ）

■ 現状のまま継続
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№ 地域名 名　称 ①腕章 ②帽子 ③タスキ ④チョッキ ⑤ブルゾン
③マグネット

シート ⑦青色LFD ⑧のぼり旗 ⑨ポール

1 川内 亀山コミュニティ協議会 20  5  5  5  30  10  

2 川内 可愛コミュニティ協議会 30  40  40  5  

3 川内 育英コミュニティ協議会 13  16  6  6  15  16  12  32  29  

4 川内 川内コミュニティ協議会 10  10  40  

5 川内 平佐西コミュニティ協議会 23  28  21  22  29  19  19  36  32  

6 川内 隈之城コミュニティ協議会 50  30  

7 川内 永利コミュニティ協議会 100  30  30  

8 川内 平佐東コミュニティ協議会 2  2  4  4  1  1  

9 川内 水引コミュニティ協議会 30  15  10  

10 川内 峰山コミュニティ協議会 30  30  10  10  5  

11 川内 滄浪コミュニティ協議会 10  10  

12 川内 寄田コミュニティ協議会 10  

13 川内 八幡コミュニティ協議会 14  10  24  

14 川内 高来コミュニティ協議会

15 川内 城上コミュニティ協議会 10  10  

16 川内 陽成コミュニティ協議会

17 川内 吉川コミュニティ協議会 8  4  

18 川内 湯田コミュニティ協議会 7  7  7  

19 川内 西方コミュニティ協議会 10  

20 樋脇 樋脇コミュニティ協議会

21 樋脇 藤本コミュニティ協議会 10  10  

22 樋脇 野下コミュニティ協議会

23 樋脇 市比野コミュニティ協議会

24 樋脇 倉野コミュニティ協議会

25 入来 副田コミュニティ協議会

26 入来 清色コミュニティ協議会 30  25  30  6  

27 入来 朝陽コミュニティ協議会

28 入来 大馬越コミュニティ協議会 17  10  10  

29 入来 八重コミュニティ協議会

30 東郷 斧渕コミュニティ協議会 30  

31 東郷 南瀬コミュニティ協議会 20  

32 東郷 山田コミュニティ協議会 6  5  6  12  

33 東郷 鳥丸コミュニティ協議会 10  

34 東郷 藤川コミュニティ協議会 2  5  

35 祁答院 黒木コミュニティ協議会 10  10  10  10  10  10  5  5  

36 祁答院 上手コミュニティ協議会

37 祁答院 大村コミュニティ協議会 20  10  5  

38 祁答院 轟コミュニティ協議会 2  10  10  

39 祁答院 藺牟田コミュニティ協議会 20  30  20  30  30  30  

40 里 里コミュニティ協議会

41 上甑 上甑コミュニティ協議会 39  70  

42 下甑 手打コミュニティ協議会

43 下甑 子岳コミュニティ協議会

44 下甑 西山コミュニティ協議会

45 下甑 内川内コミュニティ協議会

46 下甑 青瀬コミュニティ協議会 5  

47 下甑 長浜コミュニティ協議会

48 鹿島 鹿島コミュニティ協議会

計 82  434  67  142  346  142  69  329  193  

H22 防犯用品配布表
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№ 地域名 名　称 ①腕章 ②帽子 ③タスキ ④チョッキ ⑤ブルゾン
③マグネット

シート ⑦青色LFD ⑧のぼり旗 ⑨ポール 用品合計

1 川内 亀山コミュニティ協議会 20  10  5  30  20  85 

2 川内 可愛コミュニティ協議会 0 

3 川内 育英コミュニティ協議会 6  10  5  7  16  10  11  32  5  102 

4 川内 川内コミュニティ協議会 0 

5 川内 平佐西コミュニティ協議会 23  28  13  22  15  20  13  40  18  192 

6 川内 隈之城コミュニティ協議会 10  20  20  10  60 

7 川内 永利コミュニティ協議会 60  60 

8 川内 平佐東コミュニティ協議会 4  7  5  5  6  5  4  2  2  40 

9 川内 水引コミュニティ協議会 20  5  20  45 

10 川内 峰山コミュニティ協議会 10  10  10  10  10  10  60 

11 川内 滄浪コミュニティ協議会 12  20  32 

12 川内 寄田コミュニティ協議会 0 

13 川内 八幡コミュニティ協議会 5  14  18  6  14  14  71 

14 川内 高来コミュニティ協議会 5  5  5  5  1  5  26 

15 川内 城上コミュニティ協議会 34  20  5  20  10  89 

16 川内 陽成コミュニティ協議会 5  20  25 

17 川内 吉川コミュニティ協議会 8  8 

18 川内 湯田コミュニティ協議会 8  7  15 

19 川内 西方コミュニティ協議会 10  10  20 

20 樋脇 樋脇コミュニティ協議会 0 

21 樋脇 藤本コミュニティ協議会 10  10 

22 樋脇 野下コミュニティ協議会 5  5  10 

23 樋脇 市比野コミュニティ協議会 5  5  10 

24 樋脇 倉野コミュニティ協議会 10  10 

25 入来 副田コミュニティ協議会 30  30 

26 入来 清色コミュニティ協議会 0 

27 入来 朝陽コミュニティ協議会 0 

28 入来 大馬越コミュニティ協議会 10  10 

29 入来 八重コミュニティ協議会 5  5 

30 東郷 斧渕コミュニティ協議会 40  10  50 

31 東郷 南瀬コミュニティ協議会 10  12  14  36 

32 東郷 山田コミュニティ協議会 10  10  10  12  12  54 

33 東郷 鳥丸コミュニティ協議会 13  20  10  43 

34 東郷 藤川コミュニティ協議会 5  5  10 

35 祁答院 黒木コミュニティ協議会 10  10  10  10  15  10  20  5  5  95 

36 祁答院 上手コミュニティ協議会 0 

37 祁答院 大村コミュニティ協議会 5  5  10 

38 祁答院 轟コミュニティ協議会 0 

39 祁答院 藺牟田コミュニティ協議会 10  20  20  50 

40 里 里コミュニティ協議会 0 

41 上甑 上甑コミュニティ協議会 14  23  23  7  23  60  40  40  230 

42 下甑 手打コミュニティ協議会 0 

43 下甑 子岳コミュニティ協議会 5  2  2  9 

44 下甑 西山コミュニティ協議会 0 

45 下甑 内川内コミュニティ協議会 0 

46 下甑 青瀬コミュニティ協議会 5  10  15 

47 下甑 長浜コミュニティ協議会 0 

48 鹿島 鹿島コミュニティ協議会 10  10  20 

計 82  316  81  81  250  239  60  328  200  1,637 

H23 防犯用品配布表
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№ 地域名 名　称 ①腕章 ②帽子 ③タスキ ④チョッキ ⑤ブルゾン
③マグネット

シート ⑦青色LFD ⑧のぼり旗 ⑨ポール 用品合計

1 川内 亀山地区コミュニティ協議会 20  20  10  10  5  25  15  105 

2 川内 可愛地区コミュニティ協議会 0 

3 川内 育英地区コミュニティ協議会 2  21  5  3  15  9  4  25  20  104 

4 川内 川内地区コミュニティ協議会 10  20  25  25  80 

5 川内 平佐西地区コミュニティ協議会 21  15  10  46 

6 川内 隈之城地区コミュニティ協議会 50  10  15  75 

7 川内 永利地区コミュニティ協議会 30  6  5  41 

8 川内 平佐東地区コミュニティ協議会 10  10  10  10  10  50 

9 川内 水引地区コミュニティ協議会 20  5  5  30 

10 川内 峰山地区コミュニティ協議会 20  15  5  15  55 

11 川内 滄浪地区コミュニティ協議会 2  10  6  18 

12 川内 寄田地区コミュニティ協議会 0 

13 川内 八幡地区コミュニティ協議会 10  8  6  14  38 

14 川内 高来地区コミュニティ協議会 0 

15 川内 城上地区コミュニティ協議会 10  15  35  10  70 

16 川内 陽成地区コミュニティ協議会 4  4 

17 川内 吉川地区コミュニティ協議会 5  4  8  17 

18 川内 湯田地区コミュニティ協議会 8  8  16 

19 川内 西方地区コミュニティ協議会 0 

20 樋脇 樋脇地区コミュニティ協議会 10  15  20  5  50 

21 樋脇 藤本地区コミュニティ協議会 5  10  5  10  2  5  37 

22 樋脇 野下地区コミュニティ協議会 5  5  10 

23 樋脇 市比野地区コミュニティ協議会 0 

24 樋脇 倉野地区コミュニティ協議会 10  10  10  30 

25 入来 副田地区コミュニティ協議会 0 

26 入来 清色地区コミュニティ協議会 20  20  20  60 

27 入来 朝陽地区コミュニティ協議会 6  4  4  14 

28 入来 大馬越地区コミュニティ協議会 8  5  5  18 

29 入来 八重地区コミュニティ協議会 2  6  6  14 

30 東郷 斧渕地区コミュニティ協議会 10  10  15  5  10  10  60 

31 東郷 南瀬地区コミュニティ協議会 12  12  12  12  3  51 

32 東郷 山田地区コミュニティ協議会 12  3  5  12  12  12  56 

33 東郷 鳥丸地区コミュニティ協議会 10  18  12  40 

34 東郷 藤川地区コミュニティ協議会 5  10  15 

35 祁答院 黒木地区コミュニティ協議会 0 

36 祁答院 上手地区コミュニティ協議会 0 

37 祁答院 大村地区コミュニティ協議会 0 

38 祁答院 轟地区コミュニティ協議会 0 

39 祁答院 藺牟田地区コミュニティ協議会 15  15  30 

40 里 里地区コミュニティ協議会 5  5  10 

41 上甑 上甑地区コミュニティ協議会 14  5  19 

42 下甑 手打地区コミュニティ協議会 0 

43 下甑 子岳地区コミュニティ協議会 0 

44 下甑 西山地区コミュニティ協議会 11  11  1  3  11  6  1  3  3  50 

45 下甑 内川内地区コミュニティ協議会 5  5  5  5  5  2  2  2  2  33 

46 下甑 青瀬地区コミュニティ協議会 0 

47 下甑 長浜地区コミュニティ協議会 5  5  10 

48 鹿島 鹿島地区コミュニティ協議会 10  10 

計 74  286  68  96  180  159  64  245  194  1,366 

H24 防犯用品配布表
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NO.

千円 千円 千円

分類

割合（％）

□運営補助のみ ■事業補助のみ □運営補助と事業補助の両方 □その他

補助対象事業・
活動の内容

自己資金/前年度自己資金

計 0 0 0

交付件数 19 20

補助対象者

補助対象経費

支出計/前年度支出計

担当者総務部　防災安全課 尾曲　秀樹

根拠法令 薩摩川内市総務部関係補助金交付要綱、薩摩川内市青色灯自主防犯活動事業補助金交付要領

１年以上５年以下

翌年度繰越金/市補助金

特
記
す
べ
き
事
項
等

①ボランティア活動に対する補助である。
②平成２１年度から燃料補助制度を見直し、現在の活動事業補助制度とした。
③なし
④なし
⑤なし
⑥なし
⑦なし

成果指標の推移①
成果指標の推移②

562
－

580
－

558
－

20

（翌年度繰越金）

人件費

支
出

事業費

その他事務費

計 0 0 0
（前年度繰越金）

市補助金

金額（円） 割合（％） 金額（円）

寄付金・その他助成

事業収入

収
入

自己資金 0 0

補助金額又は
補助率

青パト登録台数　補助金額　１～　５台　１５，０００円／年
　　　　　　　　　　　　　６～１０台　３０，０００円／年
　　　　　　　　　　　　　１１台～　　６０，０００円／年

補助金額又は補
助率の積算方法

1台当たりのガソリン補助1,500円/月額から、高騰分の減額及び青パト台数の増加等を勘案し
登録台数に応じた額の補助とした。

補
助
を
受
け
る
事
業
（
団
体
）
等
の

過
去
３
ヵ
年
の
決
算
状
況

項目
平成22年度 平成23年度 平成24年度

金額（円）

0
会費収入

割合（％）

青パトによる防犯活動に要する経費

青色回転灯装着車による防犯活動

成果指標①

一般財源 その他の内容

0 0 855

平成25年度
予算額

855 千円

国県支出金 その他

目標年度

平成２７年度

目標値

５００件以下

指標名

刑法犯罪件数の減少

成果指標② －

１-１

所管部課名

補助経過年数

平成25年度

事務事業名 防犯対策

青色回転灯装着車による防犯活動を適正に実施できる団体

－ －

青色灯自主防犯活動事業補助金 評価表
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〈補助金の視点別評価〉
主管
課

A

A

A

B

A

A

A

A

活動状況やガソリン代等の推移を勘案し、補助
額の増額を検討する必要があると感じる。

①　補助の対象となる事業について、行政が直
接実施するよりも、行政以外の者が行う方が適
当であると明確に認められる。

　補助の対象となる事業又は補助を受ける団体
等の活動が、直接又は間接に、不特定多数の市
民の福祉の向上及び利益の増進に寄与してい
る。

　次のいずれかに該当するものである。

青パト防犯パトロール隊の設立が増加してきて
いる。

自分の地域は自分たちで守るという「共助」の
精神で発足したものであり、地区での防犯活動
として事業展開したほうが、市内全域に効果が
上がる。

〈補助金の見直し結果〉

主に地区コミュニティ協議会で組織された青パ
ト防犯パトロール隊であり、公益性が高い。

市内全域での青パト防犯パトロール隊の活動促
進を図るための政策手段である。

補助金交付要領に基づき交付している。

評価した内容についての説明

パトロールが登下校時間や薄暮時であり、声か
け事案等の抑止力に寄与している。

②　補助率又は補助額が、明確な根拠によって
積算されたものであり、かつ、社会経済情勢に
照らし、著しく妥当性を欠く水準とはなってい
ない。（交付要綱の補助基準）

③　補助を受ける団体等の活動状況等に照らし
合わせて、自助努力がみられないなど、明らか
に半永続的・固定的な補助にはならないと見込
まれる。

④　当該補助事業以外にその団体が行う活動の
状況においても一定の公益性が認められる。

⑤　特定の目標・成果の達成に向けて、当該補
助金等の交付以外に適当な政策手段がないか、
又は当該補助金等の交付が最も妥当な政策手段
であると明確に認められる。

⑥　補助の対象となる経費が、明確に規定さ
れ、その内容は補助目的に照らし、公費を充て
るものとして、著しく妥当性を欠くものとは
なっていない。

A

項　　目

【主管課評価・・・Ａ=合致、Ｂ=概ね合致、Ｃ=課題あり】

適
格
性
及
び
妥
当
性

自助・共助に対する助成である。

当初、ボランティアで実施していた防犯パト
ロールに対し、燃料費の補助を行い、さらに各
地区における青パトでの巡回活動を促すため
に、平成２１年度から補助制度を設けたもので
ある。その後、各地区での新たな青パト防犯パ
トロール隊が設立されてきている。

内
部
評
価
（
一
次
）
結
果

今後の改革の方向性
■ 現状のまま継続
□ 見直しの上で継続⇒今後の方向性　□拡大　□他の補助金と統合　□補助内容の改善　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 □移管　□縮小
□ 休止
□ 廃止

上記方向の理由
各地域における防犯意識の向上を図り、地域安全運動を定着させ、市全体として犯罪防止を図りながら
安全・安心な街づくりを推進するためには、市が中心となって事業を推進していく必要がある。

改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画

必
要
性

有
効
性

要件

公
益
性

①　特定の目標・成果の達成に向けて、一定の
団体等に一定の補助を行うことが直ちに必要で
あると認められる。

②　社会的弱者の救済、地域的ハンディの克服
等の観点から、当面、補助を通じた行政の支援
が必要であると認められる。

　達成しようとする目標・成果が市民ニーズに
合致しており、かつ、その目標・成果の達成に
向けて、適切な効果を生じている。（その目
標・成果を測るための適当な効果指標の設定が
なされている。）
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№
１

団
体

名
職

名
代

表
者

名
住

所
郵

便
番

号
電

話
番

号
車

両
数

補
助

金
額

H
2
4
補

助
実

績
額

増
減

1
斧

渕
地

区
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
協

議
会

会
長

諏
訪

　
六

雄
薩

摩
川

内
市

東
郷

町
斧

渕
6
1
8
番

地
4

８
９

５
－

１
１

０
６

４
２

－
０

８
６

４
6

3
0
,0

0
0

3
0
0
0
0

0
0

2
隈

之
城

地
区

地
域

み
ま

も
り

隊
隊

長
新

盛
　

弘
文

薩
摩

川
内

市
都

町
３

９
３

７
番

地
１

８
９

５
－

０
０

４
３

２
３

－
８

５
４

９
7

3
0
,0

0
0

3
0
0
0
0

0
0

3
城

上
地

区
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
協

議
会

会
長

小
園

　
清

秀
薩

摩
川

内
市

城
上

町
３

６
９

７
番

地
１

８
９

５
－

０
２

１
３

３
０

－
１

０
６

８
3

1
5
,0

0
0

1
5
0
0
0

0
0

4
鹿

児
島

県
建

設
業

協
会

川
内

支
部

パ
ト

ロ
ー

ル
隊

会
長

廣
瀬

　
十

士
薩

摩
川

内
市

神
田

町
２

番
２

１
号

８
９

５
－

０
０

５
２

２
３

－
５

２
９

１
1
1

6
0
,0

0
0

0
6
0
0
0
0

0

5
亀

山
地

区
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
協

議
会

子
供

安
全

守
り

隊
会

長
鯨

井
　

駿
男

薩
摩

川
内

市
五

代
町

１
７

１
１

番
地

１
８

９
５

－
０

０
６

５
２

７
－

０
７

５
０

8
1
5
,0

0
0

1
5
0
0
0

0
0

6
清

色
地

区
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
協

議
会

会
長

坂
口

　
睦

德
薩

摩
川

内
市

入
来

町
浦

之
名

7
8
8
番

地
1

８
９

５
－

１
４

０
２

４
４

－
４

２
２

２
9

3
0
,0

0
0

2
1
2
5
0

8
7
5
0

0

7
副

田
地

区
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
協

議
会

会
長

勝
田

　
芳

孝
薩

摩
川

内
市

入
来

町
副

田
６

０
４

３
番

地
８

９
５

－
１

４
０

１
４

４
－

２
３

４
５

1
5

6
0
,0

0
0

6
0
0
0
0

0
0

8
朝

陽
地

区
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
協

議
会

会
長

中
木

場
　

修
薩

摩
川

内
市

入
来

町
浦

之
名

1
2
5
0
8
番

地
８

９
５

－
１

４
０

２
４

４
－

３
８

８
２

5
1
5
,0

0
0

1
5
0
0
0

0
0

9
大

馬
越

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

協
議

会
会

長
水

流
　

信
雄

薩
摩

川
内

市
入

来
町

浦
之

名
3
4
9
2
番

地
4

８
９

５
－

１
４

０
２

４
４

－
２

７
７

３
2
0

6
0
,0

0
0

6
0
0
0
0

0
0

1
0

山
田

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

協
議

会
会

長
田

尾
　

昭
爾

薩
摩

川
内

市
東

郷
町

山
田

３
３

１
１

－
１

8
9
5
－

1
1
0
4

４
２

－
４

２
５

５
6

3
0
,0

0
0

3
0
0
0
0

0
0

1
1

川
内

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

協
議

会
会

長
政

井
　

義
一

薩
摩

川
内

市
西

開
聞

町
６

－
１

０
8
9
5
－

0
0
5
5

２
２

－
０

３
５

５
1

1
5
,0

0
0

1
5
0
0
0

0
0

1
2

南
瀬

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

協
議

会
会

長
木

場
　

弘
一

薩
摩

川
内

市
東

郷
町

南
瀬

２
１

９
２

番
地

５
８

９
５

－
１

１
０

５
４

３
－

４
１

５
５

3
1
5
,0

0
0

1
5
0
0
0

0
0

1
3

水
引

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

協
議

会
会

長
小

平
　

敏
明

薩
摩

川
内

市
水

引
町

５
２

２
２

－
３

８
９

９
－

１
９

２
１

２
６

－
３

８
４

９
1
1

6
0
,0

0
0

6
0
0
0
0

0
0

1
4

大
村

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

協
議

会
会

長
久

保
　

利
夫

薩
摩

川
内

市
祁

答
院

町
下

手
2
3
9
6
番

地
1

8
9
5
－

1
4
0
1

５
５

－
１

２
６

１
1
1

6
0
,0

0
0

6
0
0
0
0

0
0

1
5

八
幡

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

協
議

会
会

長
草

留
　

嘉
德

薩
摩

川
内

市
田

海
町

１
５

６
０

8
9
5
－

0
0
7
1

３
０

－
１

１
３

４
6

3
0
,0

0
0

3
0
0
0
0

0
0

1
6

育
英

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

協
議

会
会

長
濵

田
　

直
樹

薩
摩

川
内

市
中

郷
三

丁
目

１
２

１
８

９
５

－
０

０
７

２
２

０
－

０
３

６
３

1
5

6
0
,0

0
0

6
0
0
0
0

0
0

1
7

可
愛

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

協
議

会
会

長
下

薗
　

史
朗

薩
摩

川
内

市
御

陵
下

町
１

２
－

３
４

８
９

５
－

０
０

６
１

２
７

－
２

９
７

５
8

3
0
,0

0
0

3
0
0
0
0

0
0

1
8

八
重

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

協
議

会
会

長
中

島
　

重
久

薩
摩

川
内

市
入

来
町

浦
之

名
４

４
９

４
－

２
８

９
５

－
１

４
０

２
４

４
－

４
０

０
１

5
1
5
,0

0
0

1
5
0
0
0

0
0

1
9

上
甑

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

協
議

会
会

長
石

原
　

昭
憲

薩
摩

川
内

市
上

甑
町

中
甑

１
２

９
６

８
９

６
－

１
２

０
１

０
９

９
６

９
－

２
－

１
８

０
０

9
3
0
,0

0
0

3
0
0
0
0

0
0

2
0

里
地

区
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
協

議
会

会
長

梶
原

　
勝

英
薩

摩
川

内
市

里
町

里
１

９
１

０
8
9
6
-
1
1
0
1

0
9
9
6
9
-
3
-
2
9
5
8

5
1
5
0
0
0

1
5
0
0
0

0
0

2
1

隈
之

城
地

区
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
協

議
会

会
長

東
郷

　
貞

雄
薩

摩
川

内
市

勝
目

町
３

９
４

４
8
9
5
-
0
0
3
1

2
8
-
1
8
7
0

1
0

2
5
0
0

2
5
0
0

0
0

2
2

樋
脇

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

協
議

会

計
1
7
4

6
7
7
,5

0
0

6
0
8
,7

5
0

6
8
,7

5
0

青
パ

ト
登

録
台

数
補

助
金

額

１
～

　
５

台
１

５
，

０
０

０
円

／
年

６
～

１
０

台
３

０
，

０
０

０
円

／
年

１
１

台
～

６
０
，

０
０

０
円

／
年

平
成

2
5
年

度
よ

り
活

動
開

始
(決

定
通

知
平

成
2
5
年

度
）
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薩摩川内市青色灯自主防犯活動事業補助金交付要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、薩摩川内市補助金等交付規則（平成１６年薩摩川内市規則第６７号。

以下「規則」という。）第４条の規定に基づき、及び薩摩川内市補助金等基本条例（平成

１８年薩摩川内市条例第４０号。以下「条例」という。）を実施するため、薩摩川内市総

務部関係補助金等交付要綱（平成１９年薩摩川内市告示第９７号）第２条の表に掲げる

薩摩川内市青色灯自主防犯活動事業補助金（以下「補助金」という。）に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（補助事業等の要件） 

第２条 補助金に係る補助事業等は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

  鹿児島県警察本部長から青色回転灯装着車（以下「青パト」という。）による防犯活

動を適正に実施できる団体である旨の証明書（以下「青パト証明書」という。）の交付

を受けていること。 

  パトロール活動の実施地域が本市内であること。 

  年間を通じて、パトロール活動を概ね月４回以上行うことができること。 

  営利を目的としないこと。 

 （補助金の額） 

第３条 補助金の額は、予算の範囲内で定める額以内とし、次表の左欄に掲げる青パト登

録台数ごとに、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

青パト登録台数 補助金額 

１～ ５台 １５，０００円／年 

６～１０台 ３０，０００円／年 

１１台～ ６０，０００円／年 

２ 年度の途中において、前項の表の青パト登録台数に変更があった場合は、補助金の額

は月割りにより算定するものとし、当該台数の変更のあった月の翌月から計算するもの

とする。 

（補助金対象経費） 

第４条 補助金の交付対象経費は、青パトによる防犯活動に要する経費とする。 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付申請に係る規則第５条の市長が別に指定する日とは、毎年５月 

３１日とし、市長が必要と認める書類とは、次のとおりとする。 

   青色灯自主防犯活動事業計画書（様式第１号） 

  青パト証明書の写し 

２ 前項の規定にかかわらず、年度の途中で新たに第２条の要件を満たすことになった場
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合の補助金の交付申請は、当該要件を満たすこととなった月の翌月末とする。 

 （交付の基準） 

第６条 補助金の交付の決定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを行わな

い。 

   当該補助事業等が第２条の要件を満たさない場合 

   前号に掲げる場合のほか、補助金を交付することが適当でないと認められる場合 

 （実績報告） 

第７条 補助金の実績報告に係る規則第１５条第３号の市長が必要と定める書類は、次の

とおりとする。 

   青色灯自主防犯活動事業報告書（様式第２号） 

   青色灯自主防犯活動事業パトロール日誌（様式第３号） 

   前２号に掲げるもののほか、特に必要であると認められる書類 

（効果の測定） 

第８条 補助金の効果（条例第４条第２項第１号の効果をいう。）は、パトロール活動の回

数を用いて測定するものとする。 

（補助事業者等の責務） 

第９条 補助金の交付を受けた補助事業者等は、本市の防犯意識の向上に積極的に協力す

るよう努めるものとする。 

 （その他） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 
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